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旧姓の通称としての使用の拡大に向けた取組について（依詞

男女共同参画社会の実現に向けた取組に、日頃から御理解と御協力を賜り厚く御礼

申し上げますも

現在、内閣府では、関係各省との連携の下、女性活躍の視点に立った制度等の整備

として、力融因等により戸籍上の氏が変わった場合であっても、希望する方が、職場等

で旧姓を通称として使い続けられるようにするために、 「旧姓の通称としての使用の

拡大」に向けた取組を進めていますb

この取組の一つとして、内閣府では、民間調査機関に委託して、企業及び個人の旧

姓使用の状況に関する調査を実施し､本年6月30日に｢|日姓使用の状況に関する調査

報告書」 （※1）を公表しました｡本調査結果によると、調査票を回収した4,695社の

うち、旧姓使用を認めている企業は49.2％（※2）となっています（別添1)。

旧姓使用については､本年5月25日に､男女共同参画会議において､男女共同参画

社会基本法(平成11年法律第78号う第22条第3号(※3）に基づく内閣総理大臣及

び関係各大臣への意見として決定された「男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重

点取組事項について」 （別添2）において、 「引き続き、旧姓使用の拡大に向けて検討

を加速させるべきである」として､政府の取組が求められていまれまた、これを受

けて、本年6月6日に、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を構成員とする「すべて

の女性が輝く社会づくり本部｣で決定した｢女性活躍加速のための重点方針2017」（別

添2）では、マイナンバーカード等への旧姓併記の推進や､旅券への旧姓併記の拡大

に向けた検討に加えて、銀行口座等の社会の様々な場面で旧姓使用がしやすくなるよ

う、引き続き関係機関等に働きかけを行うこととされており、政府として、旧姓の通

称としての使用の拡大に取り組むこととされていまれ

つきましては、貴団体におかれましても、政府の取組の趣旨を御理解いただき、傘

下団体・企業等への周知に向けた御協力の程よろしくお願いいたしますも

’



ｊ
３
ｒ
１
１
８
５
、
１
ｑ
げ
く
マ
ア
恥
守
る
、
苧
勺
竺
。
罫
令
３
ｐ
胃
・
箔
坤
噌
ｚ
Ｆ
Ｂ
４
ｉ
●
Ｊ
、
１
４
８
五
句
３
Ｆ
牙
々
３
３
毎
Ｆ
『
、
』
、
４
４
４
団
洲
刃
１
３
為
」
巳
子
分
■
唖
寺
４
３
４
盟
孔
凱
導
β
ｑ
３
役
８
５
ざ
ヰ
ョ
オ
生
・
■
虹
１
１
呈
。
才
苓
１
１
毛
Ｊ
令
碁
ｑ
も
ｊ
ｄ
１
ｑ
今
ｐ
さ
，
乱
も
争
可
４
心
ｐ
１
ｈ

(※1） 「旧姓使用の状況に関する調査報告書｣は､男女共同参画局ホームページを参

照ください。

http://www.gender.go.jp/research/kenkyu/index.html

(※2） 「旧姓使用を認めている」と「条件付きで認めている」を合わせた割合も

(※3）男女共同参画社会基本法（棚

（設置）

第21条内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という｡）を置く。

（所掌事務）

第22条会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

二 （略）

三前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内
'

閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

(略）四



(別添1）
企業における旧姓使用の状況
(平成28年度男女共同参画局委託調査「|日姓使用の
状況に関する調査報告書」より抜粋）

『

－－

（1）旧姓使用の状況(企業規模別）

＞調査票を回収した4,695社のうち､「旧姓使用を認めている｣は45.7％､｢条件
付き旧姓使用を認めている｣は3.5％で､何らかの形で旧姓使用を認めている
企業は49.2％である(以下､｢旧姓使用を認めている｣と｢条件付きで旧姓使用
を認めている｣の合計を『旧姓使用を認めている』とする)。

1,000人以上の企業では､「旧姓使用を認めている｣と｢条件付きで認め工い＞

る｣の合計が74.6％､500～999人では61.4％､300～499人では58.5％､100～
299人では53.7％､50～99人では47.7％､30～49人では43.7％､10～29人で

企業規模が大きいぼど旧姓使は35.4％､10人未満では32.3％となっており、
用を認めている企業の割合趣高い。 ’

図1旧姓使用の状況(企業規模別）

田旧姓使用を認めている

ﾛ条件付きで旧姓使用を認めている

国旧姓使用を認めていないが､旧姓使用について検討を行っている

国旧姓使用を認めていないが､過去に旧姓使用を検討したことがある(その結果､旧姓使用を認めていない）

□これまでに旧姓使用を検討したことはなく､旧姓使用も認めていない

（ %）

16．0 3．2
ー

総計(h=4,695)

1000人以上(n=463)

500～999人(n=371)

300,～499|人(n=419)

100～299人(n=917)

50～99人(n=518)

30～49人(n=586)

１
１

10～29人(n=1,115)

10人未満(n=294)

(備考)｢その他｣は､｢旧姓使用を考えたことがない｣､｢従業員からこれまで旧姓使用の要望がない｣､｢社員構成が、
男性のほか､少数の未婚女性のみである｣､「家族経営なので、旧姓を使うという考えがない｣など。



I

’

’

一

(2)旧姓使用の状況(業種別）

＞50社以上の企業から回答のあった業種の結果をみると､情報通信業､卸売

業"小売業､不動産業･物品賃貸業､学術研究､専門･技術サービス業､宿泊
業｡飲食サービス業､教育"学習支援業､サービス業(他に分類されないもの）
の7業種において、 『旧姓使用を認めている｣企業の割合が5割を超える(最も
高い情報通信業で76.9％)。

一方､『旧姓使用を認めている』企業の割合の低い業種は複合サービス事業、＞

金融業･保険業で､『旧姓使用を認めている』企業の割合が3割を下回る(最
も低い複合サービス業で23.6％)。
一－

図2旧姓使用の状況(業種別）
国旧姓使用を鯉めている

ﾛ条件付きで旧姓使用を鹿めている

ﾛ旧姓使用を鹿めていないが､旧姓使用について検討を行っている

国旧姓使用を認めていないが､過去に旧姓使用を検討したことがある(その結果､旧姓使用を窪めていない）

Dこれまでに旧姓使用を検肘したことはなく､旧姓使用も囲めていない

ロその他 （％）

E=='6.3==舞計(､=4‘695） 30．6
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40．0鉱業､採石柔､砂利採取菜(､=10） 30．0

建馳蛍(､=538）

興壱妻(n=986）
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一再

28－9 臣＝＝三三26.3冠気､ガス､熱供給､水逝業(､=38） －一 一■ 一一

傭綴通信業(､=191）

運輸案､郵便案(､=366）

卸売業.小売業(､=736）

金融案､保険業(､=105）

不動産案､物品賃貸業〈n=76）

学術醗究､専門-技術サービス采(､=133）

宿泊業､飲食サービス(､雪80）

生塞蝿運サービス案､娯楽案(h=49）

教育､学習壷授業(h=150）

医療､招祉(n=“5）

薑

一一

糎合サービス事業(n=68）
一
一
一一
一

サービス業〈他に分罰されないもの)(､=465）

(備考)｢その他』は､｢旧姓使用を考えたことがない｣､｢従業員からこれまで旧姓使用の要望がない｣､｢社員構成が、
男性のほか､少数の未婚女性のみである｣､｢家族経営なので､旧姓を使うという考えがない｣など。
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(3)旧姓使用の状況(都市規模別）

＞企業における|日姓使用の状況を都市規模別にみると､大都市では『旧姓使
’
’
1

用を認めている』企業の割合が高く､65.5％である｡中都市では41.0％､小都
市では34.0％､町村では30.0％となっており､都市規模が大きいほど『旧姓使
用を認めている』の割合は高い。

＞一方､「これまでに旧姓使用を検討したことはなく､旧姓使用も認めていない」
と回答した企業は､都市規模が小さくなるほど割合が増え､大都市では
19.6％であるのに対し､町村では39.6％である。 I

図3旧姓使用の状況(都市規模別）

国旧姓使用を認めている

ロ条件付きで旧姓使用を認めている

回旧姓使用を認めていないが､旧姓使用について検討を行っている

国旧姓使用を認めていないが､過去に旧姓使用を検討したことがある(その結果､旧姓使用を認めていない）

□これまでに旧姓使用を検討したことはなく､旧姓使用も認めていない

口その他
(%）

総計(n=4i699

大都市(東京都区部,政令指定都市)(n=1,929)

中都市(人口10万人以上の市)(n=1,638)

小都市(人口10万人未着の市)(n=858)

町村(n=270)

(備考)｢その他｣は､｢旧姓使用を考えたことがない｣､｢従業員からこれまで旧姓使用の要望がない｣､｢社員構成が、
男性のほか､少数の未婚女性のみである｣､｢家族経営なので､旧姓を使うという考えがない｣など。

’



(4)旧姓使用の状況(地方別）

大都市圏を抱える関東(63.4％)全_近畿(59.6％）の2地域で＞地方別にみると、
『旧姓使用を認めている』企業の割合が5割を超える。

東北(30,1％)と北一方､『旧姓使用を認めている』企業の割合が低いのは、＞

陸(32.2％)である。

I

図4旧姓使用の状況(地方別）
1
』

画旧姓使用を腿めている

ﾛ条件付きで旧姓使用を認めている

国旧姓使用を認めていないが､旧姓使用について検討を行っている

国旧姓使用を認めていないが､過去に旧姓使用を検討したことがある(その結果､旧姓使用を認めていない）

pこれまでに旧姓使用を検討したことはなく､旧姓使用も露めていない

ﾛその他 （%）

一
／
一

総計(n=4.695）

’
’
’
’
一

一
一北海道(､=201）

！

…東北,(n=386) 一

一

崖1哩菫関東(wF1.493)

'18.1三三菫
－

北陸(n=271)

匡三
一

172冒三三三
一

東山(n=186)

東海(n=463)

近畿(h=706）

中国IG'=299)

崖 F-17.1＝－34．1四国(､=164）

薑一一一一一九州(n=526) 謹鬮35‘9

(備考)1．「その他｣は､「旧姓使用を考えたことがない｣､｢従業員からこれまで旧姓使用の要望がない』､｢社員構成が、
男性のほか､少数の未婚女性のみである｣､｢家族経営なので､旧姓を使うという考えがない｣など。
2.地方は､下記の定義に従い分類している。
北海道:北海道

東北:青森県､岩手県､宮城県､秋田県､山形県､福島県
閏東;茨城県､栃木県､群馬県､埼玉県､千葉県､東京都､神奈川県
北陸:新潟県､富山県､石川県､福井県
東山:山梨県､長野県､岐阜県 ’

東海:静岡県､愛知県､三重県
近畿:滋賀県､京都府､大阪府､兵庫県､奈良県､和歌山県
中国:鳥取県､島根県､岡山県､広島県､山口県
四国:徳島県､香川県愛媛県､高知県
九州:福岡県､佐賀県､長崎県､大分県､熊本県､宮崎県､鹿児島県､沖縄県
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(別添2）

男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事項について(抜粋）

平成29年5月25 日

男女共同参画会議

潜在力たる女性の活躍が不可欠となる中で、保育所に子供を預けられないとの切実

な国民の声に応えるための施策や「介護離職ゼロ」に向けた施策の推進を積極的に図

るべきである。

また、社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、働きたい女性が不便さ

を感じ、働く意欲が阻害されることのないよう、女性活躍の視点に立った制度等を整

備していくことが重要である。

2．女性活躍の視点に立った制度等の整備

く旧姓の通称としての使用の拡大＞

【内閣総理大臣（内閣府特命担当大臣（男女共同参画)、総務大臣、外

務大臣、関係大臣】

引き続き、旧姓使用の拡大に向けて検討を加速させるべきである。特に、マイナ

ンバーカード等への旧姓併記を進めるとともに、既に一部認められている旅券への

旧姓併記の拡大に向けた検討のほか､銀行口座の開設等で旧姓使用がしやすくなる

よう働きかけを行うべきである。

ノ

Ⅲ女性活躍のための蛋劉 側 総
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（別添3）

女性活躍加速のための重点方針2017(抜粋）

平成29年6月6 日

すべての女性力噸〈社会づくり本部

2．女性活躍の視点に立った制度等の整備

社会における活動や個人の生き方が多様化する中で､働きたい女性が不便さを感

じ、働く意欲が阻害されることのないよう、女性活躍の視点に立った制度等を整備

していくことが重要である。

（1）女性が働きやすい制度等への見直し

（略）

（2）旧姓の通称としての使用の拡大

①マイナンバーカード等への旧姓併記の推進

住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届出

により旧姓を併記することが、平成30年度以降速やかに可能となるよう、

関係法令の改正を行うとともに、システム改修を行う。

②旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討

旅券について、平成31年度を目途に、本人からの届出により旧姓を併記

することが可能となるよう、諸外国の運用も考劇こ入れつつ､引き続き必要

な検討を行う。

③銀行口座等の旧姓使用

銀行口座等の社会の様々な場面で旧姓使用がしやすくなるよう、引き続

き関係機関等に働きかけを行う。

（3）男女共同参画の視点からの防災・復興の取組

（略）

（4）女性の活躍に功労のあった者に対する顕彰の見直し

（略）

Ⅲ女性活躍のための劉 Dー

■


